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１ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 平成(

11年7月30日法律第117号 通称「ＰＦＩ法」)

２ 関係政令

・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の

( )施行期日を定める政令 平成11年9月22日政令第278号

・ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施

( )行令 平成11年9月22日政令第279号

( )・民間資金等活用事業推進委員会令 平成11年9月22日政令第280号

３ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関

する基本方針 平成12年3月13日総理府告示第11号）(

４ 地方公共団体におけるＰＦＩ事業について 平成12年 3月 29日自治画第(

67号自治事務次官通知）

５ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成11年7月30日法律第117号 に基づいて地方公共団体が実施する事業に係)

る地方財政措置について（平成12年3月 29日自治調第25号自治省財政局長

通知）

６ 県有施設建築計画検討会議の設置及び運営に関する要綱

７ 県有地・県有施設利用調整会議の設置及び運営に関する要綱

８ 神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会の設置及び運営に関する要綱

９ ＰＦＩ事業における参加事業者名の公表時期について
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参考６
県有施設建築計画検討会議の設置及び運営に関する要綱

(趣旨)
第１条 この要綱は、県有施設建築計画検討会議の設置及び運営に関し、必要な事項を定

めるものとする。

(設置)
第２条 県有施設に係る新築工事、改修工事及び修繕工事等（以下 「建築工事等」とい、

う ）を計画的かつ効率的に進めるため、県有施設建築計画検討会議(以下、｢会議｣と。

いう。)を設置する。

（建築工事等の範囲）
第３条 この要綱に定める建築工事等は、次の各号に掲げるものとする。
（１）総務部所管各部局依頼工事執行要領第２条に規定する工事等（総務部が各部局から

依頼される工事、設計委託等）
（２）総務費所属各所営繕工事執行要領（昭和 年 月 日管第 号総務部長通知）第59 4 1 57

２条第１号に規定する各所営繕工事（県有財産各所営繕費をもって執行される５００
万円以下の工事等）

（３）リース・ＰＦＩ方式など新たな手法により整備しようとする事業に伴う工事等

（４）その他総務部長が適当と認める工事

(所掌事務)
第４条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
（１）県有施設の有効活用に関すること

（２）施設整備に伴う、環境対策、福祉対策、防災対策及びコスト管理等今日的課題への
対応に関すること

（３）新築計画及び修繕計画（５ヶ年）相互の事業スケジュールや内容の調整に関するこ
と

（４）改修工事（５００万円を超える）の翌年度予算見積のランク付けに関すること

（５）各所営繕工事（５００万円以下）の翌年度財産管理課の予算要求枠の決定に関する
こと

（６）その他県有施設建築計画に関すること

(組織)

第５条 会議は、会長及び委員をもって構成する。
２ 会長は、総務部次長をもって充てる。
３ 委員は、別表１に掲げる職にあるものを充てる。ただし、予算見積事務の調整を行う

場合は、人事課長及び財政課長を除く。
４ 会議は、会長が必要に応じて召集し、これを主宰する。

５ 会長に事故のある時は、総務部技監が、その職務を代行する。
６ 第３項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認める時には、事業に関係のある

者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第６条 会議に幹事会を置く。
２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
３ 幹事長は、総務部施設整備計画担当課長をもって充て、幹事は、別表第２に掲げる職

にある者をもって充てる。ただし、予算見積事務の調整を行う場合は、人事課課長代理
及び財政課課長代理（予算調整担当）を除く。

４ 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。
（１）会議において検討する新築工事等に関する事項について、必要な検討を加え、そ
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の概要を整理すること。
（２）会議において決定する修繕計画に関する事項について、原案を作成し、会議に提

出すること。
（３）その他幹事長が必要と認める事項
５ 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、議長は幹事長とする。

６ 幹事長に事故のある時は、財産管理課課長代理がその職務を代行する。
７ 第３項の規定に関わらず、幹事長は、必要があると認める時には、事業に関係のある

者を幹事会に出席させることができる。

(庶務)

第７条 会議及び幹事会の庶務は、財産管理課において処理する。

(委任)
第８条 この要綱に定めるもののほか、会議等の運営に関し必要な事項は会長が別に定め

る。

附 則
この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年９月１４日から施行する。

別表１(第５条関係)
職 名
総務部次長【会長】

総務部技監
総務室長
人事課長
行政システム改革推進課長
財政課長

財産管理課長
施設整備計画担当課長
庁舎管理課長
建築工事課長
建築設備課長

別表２（第６条関係）
職 名
総務室企画担当課長兼室長代理
人事課課長代理（人事担当）

行政ｼｽﾃﾑ改革推進課行政改革調整担当課長兼課長代理
財政課課長代理（予算調整担当）
施設整備計画担当課長【幹事長】
財産管理課課長代理
財産管理課課長代理(技術調整担当）

庁舎管理課課長代理(技術調整担当)
建築工事課課長代理(技術調整担当）
建築設備課課長代理(技術調整担当）
建築設備課課長代理(特殊設備担当）
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参考 ７

県有地・県有施設利用調整会議の設置及び運営に関する要綱

昭和６２年５月１９日

総第２号知事伺定・総務部長通知

各部局長、教育長、警察本部長、企業庁長あて

（目的）

第１条 かながわ新総合計画２１の着実な推進のため、県有地の有効活用及び県有

施設の適正配置等の全庁的な調整を行うことを目的として県有地・県有施設利用

調整会議（以下「調整会議」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 調整会議は、次の事務を所掌する。

（１）財政運営と連動した資産としての県有地及び県有施設の有効活用を図るに当

たって、全庁的な総合調整を行うこと。

（２）行政システム改革と連動した県有施設の集約化及び適正配置等の全庁的な調

整を行うこと。

（３）民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用による県有施設等の整備に関す

る全庁的な調整を行うこと。

（４）その他必要な調整を行うこと。

（組織）

第３条 調整会議は、議長及び委員をもって構成する。

２ 議長は、県政を統括する副知事をもって充てる。

３ 委員は、副知事、総務部長、企画部長、行政改革担当部長及び事案に関係ある

部局長等をもって充てる。

４ 調整会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

５ 前項の規定にかかわらず、急施を要する事案については、文書回議の方法で審

議を行うことができるものとする。

（幹事会）

第４条 調整会議に幹事会を置く。

２ 幹事会は、総務部次長を幹事長とし、その他の幹事については別表に掲げる者

をもって構成する。

３ 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）調整会議の指示を受け、同会議において審議する事案について、事前審議を

を行うこと。
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（２）その他事前審議に関する必要な調査、調整を行うこと。

４ 幹事長は、幹事会を代表し、調整会議に出席し、議長の求めに応じて意見を述

べることができる。

（ワーキンググループ）

第５条 幹事長は、必要に応じ、事案ごとにワーキンググループを設置することが

できる。

（県有施設建築計画検討会議との連携）

第６条 議長は、調整会議と県有施設建築計画検討会議（平成１１年９月１日付け

総務部長通知「県有施設建築計画検討会議の設置について」による「県有施設建

築計画検討会議の設置及び運営に関する要綱」に規定された会議をいう。以下同

じ ）との連携を図るため、調整会議において県有施設建築計画検討会議の検討。

結果につき報告を求めることができる。

（庶務）

第７条 調整会議、幹事会及びワーキンググループの庶務は、総務部財産管理課に

おいて処理する。

（雑則）

第８条 この要綱に定めるものの他、調整会議の運営等に関し必要な事項は、議長

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年１１月１日から施行する。

別 表（第４条関係）

幹 事 企画部次長

幹 事 人事課長

幹 事 行政システム改革推進課長

幹 事 財政課長

幹 事 財産管理課長

幹 事 政策調整課長

幹 事 事案に関係ある部局次長、総務室長、課長等
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参考８

神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会の設置及び運営に関する要綱

(趣旨)

第１条 この要綱は、神奈川県が実施するＰＦＩ事業に関する事業者の選定及び事業推進

に関する意見聴取を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第２条 神奈川県が実施するＰＦＩ事業に関する事業者を、競争性、公正性、透明性を確

保して選定するため、神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会（以下 「審査会」という ）、 。

を設置する。

(審査会の業務)

第３条 審査会は、ＰＦＩ事業者の選定に関する次の事項を所掌する。

(1) 事業者の選定に関する事項

ア 事業者選定方式の検討・意見表明

イ 事業者決定基準の検討・作成

ウ 応募書類の審査、評価

エ 優秀提案者の選定

オ 知事への優秀提案者選出の報告

(2) その他ＰＦＩ事業推進に関する意見聴取

ア 実施方針の検討

イ 特定事業の選定・ＶＦＭの検証

ウ 募集要項の検討

２ 事業者の選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合は、地方自治法施

行令第167条の10の2の規定に基づく学識経験者の意見聴取手続を兼ねるものとする。

(組織)

第４条 審査会は、学識経験者及び県職員を委員とする組織とし、委員は常任の委員及び

事業に応じて選任する委員で構成する。

(1) 常任の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

ア 学識経験者 ＰＦＩ手法及びＰＦＩ事業に係る金融実務に精通した学識経験

者の中から知事が委嘱する者

イ 県職員 総務部次長、総務部技監
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(2) 事業に応じて選任する委員は、次に掲げる者をもって充てる。

ア 学識経験者 当該ＰＦＩ事業の事業内容、建築及び設備の分野に精通した学

識経験者、地元自治体の関係者などの中から知事が委嘱する者

イ 県職員 事業担当部局長

(3) 常任の委員の任期は２年とし、再任することができる。なお、任期末において事業

者選定のための審査を継続している事業があるときは、当該事業にかかる審査が終了

するまでの間は任期を延長できるものとする。

(4) 審査会として事業者選定のための審査を実施している間において、委員の辞職など

により審査に支障が生じたときは、知事は新たな委員を委嘱することができるものと

する。

２ 委員長は、常任委員のうちからＰＦＩ手法に精通した学識経験者を、副委員長には委

員長が指名する学識経験者の委員をもって充てる。

３ 委員は、事案について適正な審査が行える人数とし、奇数名とする。また、委員のう

ち過半数は学識経験者とする。

４ 委員長は、審査会の会務を総括する。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時はその職務を代理する。

(会議)

第５条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 審査会は、委員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。

３ 審査会の議事は、委員の過半数をもって決するものとする。

(委員でない者の出席)

第６条 委員長は、必要があると認めたときは、審査会に、専門的事項に関し学識経験の

ある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員の責務)

第７条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。

２ 委員は、直接間接を問わず、当該事案に関する入札に参加してはならない。

委員が当該事案に関する入札に参加したことが判明したときは、審査会は委員が関与

した応札者の入札を選考対象外とするものとする。

３ 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。

ただし 県が公表した情報及び審査会が公表した情報については この限りではない、 、 。
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(審査結果の公表等)

第８条 審査会は、非公開とする。

２ 審査会における審査の経過及び結果は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律第８条の規定により、知事が事業者を選定した後に公表する。

ただし、審査会は、審査の経過、結果について、公表することが必要であると判断

したときは、公表する事項、時期などを自ら決定し、公表することができる。

３ 審査会は、事業者の選定過程に係る公正性、透明性を確保するため、審査会の議事

録を整備するものとする。

(事務局)

第９条 審査会の事務局は、総務部財産管理課が行う。

２ 総務部建築工事課、同部建築設備課及び事業担当課は、事務局に参加し、総務部財

産管理課とともに資料作成、事業・資料説明等を担当する。

３ 県が委託したアドバイザー、設計事務所等は、事業担当課と同一の立場で審査会の事

務局に参加する。

４ 事務局員、アドバイザーその他審査会の場に出席した者は、審査等を通じて知り得た

情報を公表してはならない。ただし、県及び審査会が公表した情報については、この限

りではない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、委員長が別に定め

る。

附 則

この要綱は、平成12年７月３日から施行する。



 
 
平成１２年１１月１６日 

 
各 部 （局） 長 

教   育   長 

各局委員会事務局長   殿 

企  業 庁  長 

警 察 本 部 長 
 

総 務 部 長 
 

ＰＦＩ事業における参加事業者名の公表時期について（通知） 
 
 このたび、ＰＦＩ事業の推進に当たり、事業者選定過程における透明性、公正性の確保

を図るため、事業者の募集段階における事業参加事業者名の公表に関して次のとおり定め

ましたので通知します。 
 
 
  ＰＦＩ事業における総合評価一般競争入札においては、入札参加資格審査終了後、入

札参加事業者が確定した段階で、参加事業者名を公表することとする。 

  なお、公募型プロポーザルにあっても、同様とする。 
 
 
 

事務担当は、財産管理課リース・ＰＦＩ担当 

    内線２５１０～２５１１ 

参考９ 


